
船舶事故調査報告書 

平成３１年３月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年９月１０日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 北海道羽幌
は ぼ ろ

町羽幌港西防波堤北端 

 羽幌港西防波堤灯台から真方位０２０°２０ｍ付近 

 （概位 北緯４４°２２.７′ 東経１４１°４１.６′） 

事故の概要 漁船第五十八満漁
まんりょう

丸は、航行中、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年１１月６日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五十八満漁丸、１９トン 

 ＨＫ２－２０９７４、個人所有 

 第２００－２６６８８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 球状船首に亀裂及び凹損、右舷船首部船底外板に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員２人が乗り組み、羽幌町天売島西方沖でい
．

か
．
釣り漁を終え、水揚げの目的で、羽幌港に向けて約１１ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で東進した。 

本船は、船長が羽幌港西防波堤灯台（以下「羽幌港灯台」とい

う。）の灯光を右舷船首方に見ながら東進を続け、乗組員への合図の

ベルを鳴らして入港体制とした後、約８kn の速力に減速し、羽幌港灯

台の２０数ｍ北方に向けて航行した。 

本船は、船長が羽幌港灯台の灯光を右舷方に見ながら港内に向けて

右転を開始したところ、‘羽幌港灯台の北方に据え付けられた消波ブ

ロック’（以下「本件消波ブロック」という。）に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約２.０ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターの表示範囲を約１２海里

（Ｍ）に、レーダーを１Ｍレンジに設定していたが、主に目視のみで

航行していた。 

海図Ｗ４０Ａ（北海道西岸北部諸分図）によれば、羽幌港西防波堤

の北端付近には、羽幌港灯台から北方に約２０ｍ、幅約３０ｍの範囲

で本件消波ブロックが据え付けられている。 

分析 本船は、羽幌港に向けて東進中、船長が、レーダーやＧＰＳプロッ

ターを十分に使用せず、羽幌港灯台の灯光を見ながら主に目視のみで

航行したことから、本件消波ブロックに向かう状態となっていること



に気付かず、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、羽幌港に向けて東進中、船長が、レーダ

ーやＧＰＳプロッターを十分に使用せず、羽幌港灯台の灯光を見なが

ら主に目視のみで航行したため、本件消波ブロックに向かう状態とな

っていることに気付かず、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間の出入港時には、目視のみに頼らず、レーダーやＧＰＳプロ

ッターを使用して船位及び沿岸部の状況を確認すること。 

 


